
養育特例に該当しなくなった場合は？Q5

養育している子が３歳に達したときの届出書提出は不要です。
ただし、次の事由に該当することになった場合は、「養育期間標準報酬月額特例終了届出書」を所属
所の共済事務担当課経由で本組合に提出してください。
※届出書は本組合ホームページ「各種申請書ダウンロード」より入手可能です。

① 他の３歳に満たない子（養育特例を受けることとなる子）を養育することとなったとき
② 子が死亡したときまたは子を養育しないこととなったとき
③ 育児休業等（掛金免除）、または産前産後休業（掛金免除）を開始したとき

A5

申出書の提出時期を教えてくださいQ3

①３歳に満たない子を養育したとき（※ただし、育児休業、産前産後休業の取得をしない場合）
②３歳に満たない子を養育する者が新たに組合員資格を取得したとき
③ 育児休業等（掛金免除）または、産前産後休業（掛金免除）が終了した日の翌日が属する月の初日が
到来したとき
④ 養育特例を受ける子以外の子にかかる養育特例の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到
来したとき

A3

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

養育特例に時効はありますか？Q4

２年間は遡及して適用することができます。A4
ご注意ください
平成27年10月時点で養育特例の対象（３歳未満の子を養育）となっている方で、申し出が済ん
でいない場合は、申請はお早めに！
※ ２年以内に提出がなかった場合、養育特例を受ける期間が養育特例開始日から３歳となるまでの期間ではなく、提
出日の２年前が属する月から３歳となるまでの期間へ短縮されます。

本年９月に長期給付に係る保険料率※1が引き上げられます

　平成16年10月から、長期給付に係る保険料率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度と
して計算されており、平成21年９月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率につい
ても１本化されています。
　保険料率は、毎年3.54／ 1000ずつ引き上げられ、平成27年10月に行われた被用者年金制度の一元化以
降は１・２階部分の保険料率として、平成30年に厚生年金の上限である183／ 1000で統一されます。
※１　掛金の率と負担金の率を合わせた率。

区　　　分 平成 28年９月～
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